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議 案 名 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正に伴う

手数料の新設、区分の見直しによる文言を改めるため、富士見市手

数料条例の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

(1) 第２条別表６９項、７０項に関しては、低炭素建築物新築等

計画の認定の区分の見直しによる文言の改正及び誘導仕様基準

の新設に伴う審査手数料の新設。 

(2) 第２条別表７７項、８２項に関しては、建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定の文言の改正及び誘導仕様基準の新設に

伴う審査手数料の新設。 

 

 

施 行 日 公布の日 

33 
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富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）新旧対照表 

新 旧 

別表（第2条関係） 

1～68（略） 

69 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４

年法律第８４号）第５３条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対す

る審査（同法第５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していることを示す書類が提出された場

合の審査に限る。） 

ア 一戸建ての住宅 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未 

満のもの                

         

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以 

  上のもの 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分   

             

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未 

  満のもの 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以 

上の もの 

次に掲げる額を合算した額 

 

 

 

 

 

１件につき 5,000円 

 

１件につき 11,000円 

 

 

１件につき 23,000円 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

１件につき 11,000円 

 

１件につき 19,000円 

 

別表（第2条関係） 

1～68（略） 

69 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４

年法律第８４号）第５３条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対す

る審査（同法第５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していることを示す書類が提出された場

合の審査に限る。） 

ア 一戸建ての住宅 

イ 住宅用途を含む建築物の住戸部分 

（ア） 申請に係る一の建築物の住戸数（以下 

  この項及び７０の項において「住戸数」とい

う。）が１戸のもの 

（イ） 住戸数が１戸を超え５戸以内のもの   

       

（ウ） 住戸数が５戸を超え１０戸以内のもの 

（エ） 住戸数が１０戸を超え２５戸以内のも

の 

（オ） 住戸数が２５戸を超えるもの 

ウ  住宅用途を含む建築物（住戸部分を除  

く。）及び非住宅建築物 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル以 

  内のもの 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートルを 

  超えるもの 

次に掲げる額を合算した額 

 

 

 

 

 

１件につき 5,000円 

 

１件につき 5,000円 

 

 

１件につき 10,000円 

 

１件につき 18,000円 

１件につき 31,000円 

 

１件につき 52,000円 

 

 

１件につき 10,000円 

 

１件につき 19,000円 
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70 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審査（６９の項及び７１の

項に規定する審査を除く。） 

ア 一建築物エネルギー消費性能基準等を定め

る省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令

第１号）第１０条第２号イ（１）及びロ（１）

に定める基準に適合する場合 

（ア） 一戸建ての住宅 

  a 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が２００平方メートル以

上のもの 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

  a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第２号イ（２）及びロ（２）に定

める基準に適合する場合 

（ア） 一戸建ての住宅 

a 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの 

b 床面積の合計が２００平方メートル以

上のもの 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

  a 床面積の合計が３００平方メートル未

次に掲げる額を合算した額 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

１件につき 40,000円 

 

１件につき 44,000円 

 

 

１件につき 80,000円 

 

１件につき 135,000円 

 

 

 

 

（削る） 

１件につき 20,000円 

 

１件につき 22,000円 

 

（削る） 

１件につき 38,000円 

70 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審査（６９の項及び７１の

項に規定する審査を除く。） 

ア 一戸建ての住宅             

                      

                      

               

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

イ 住宅用途を含む建築物の住戸部分     

                      

              

（ア） 住戸数が１戸のもの  

（新設） 

 

（新設） 

 

（イ） 住戸数が１戸を超え５戸以内のもの 

（新設） 

次に掲げる額を合算した額 

 

 

 

１件につき 38,000円 

 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

１件につき 38,000円 

（新設） 

 

（新設） 

 

１件につき 66,000円 

（新設） 
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満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第１号イ（１）及びロ（１）に定

める基準に適合する場合 

（ア） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

エ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第１号イ（２）及びロ（２）に定

める基準に適合する場合 

（ア） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分  

       

a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

１件につき 66,000円 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

 

 

１件につき 267,000円 

 

１件につき 334,000円 

 

 

 

 

（削る） 

 

１件につき 102,000円 

 

１件につき 130,000円 

 

（削る） 

 

 

 

 

（新設） 

 

（ウ） 住戸数が５戸を超え１０戸以内のもの 

（エ） 住戸数が１０戸を超え２５戸以内のも

の 

（オ） 住戸数が２５戸を超えるもの 

ウ 共同住宅の共用部分 

  

 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

エ 住宅用途を含む建築物の住宅用途以外の部 

分及び非住宅建築物（オ以外の場合）    

            

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

（新設） 

 

（新設） 

 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

オ  住宅用途を含む建築物の住宅用途以外の 

部分及び非住宅建築物（建築物エネルギー消 

 

（新設） 

 

１件につき 96,000円 

１件につき 140,000円 

 

１件につき 203,000円 

１件につき 111,000円 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

１件につき 250,000円 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

１件につき 317,000円 
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（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

（削る） 

 費性能基準等を定める省令（平成２８年経済 

 産業省・国土交通省令第１号）第１０条第１号 

 イ（２）及びロ（２）に掲げる基準に適合する 

 場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

 

 

 

 

１件につき 91,000円 

 

１件につき 118,000円 
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71～76（略） 

77 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法 

律第３４条第１項の規定に基づく建築物エネル 

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審 

査（７６の項及び７８の項に規定する審査を除 

く。） 

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１０条第２号イ（１）及びロ（１）に定 

める基準に適合する場合 

（ア） 一戸建ての住宅 

  a 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が２００平方メートル以 

上のもの 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

  a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１０条第２号イ（２）及びロ（２）に 

定める基準に適合する場合 

（ア） 一戸建ての住宅 

  a 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が２００平方メートル以

上のもの 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

一の建築物ごとに次に掲げる

額を合算した額 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき 40,000円 

 

１件につき 44,000円 

 

 

１件につき 80,000円 

 

１件につき 135,000円 

 

 

 

 

 

１件につき 20,000円 

 

１件につき 22,000円 

 

 

71～76（略） 

77 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法 

律第３４条第１項の規定に基づく建築物エネル 

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審 

査（７６の項及び７８の項に規定する審査を除 

く。） 

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１０条第２号イ及びロ     に掲 

げる基準に適合する場合 

（ア） 一戸建ての住宅 

  a 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が２００平方メートル以 

上のもの 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

  a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

（新設） 

 

 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

一の建築物ごとに次に掲げる

額を合算した額 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき 40,000円 

 

１件につき 44,000円 

 

 

１件につき 80,000円 

 

１件につき 135,000円 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 
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  a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１０条第１号イ（１）及びロ（１）に 

定める基準に適合する場合 

（ア） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

  a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

エ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１０条第１号イ（２）及びロ（２）に 

定める基準に適合する場合 

（ア） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

１件につき 38,000円 

 

１件につき 66,000円 

 

 

 

 

 

１件につき 267,000円 

 

１件につき 334,000円 

 

 

 

 

 

１件につき 102,000円 

 

１件につき 130,000円 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１０条第１号イ（２）及びロ（２）に 

掲げる基準に適合する場合 

（ア） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

  a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１０条第１号イ（１）及びロ（１）に 

掲げる基準に適合する場合 

（ア） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

１件につき 102,000円 

 

１件につき 130,000円 

 

 

 

 

 

１件につき 267,000円 

 

１件につき 334,000円 
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78～81（略） 

82 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法 

律第４１条第１項の規定に基づく建築物エネル 

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審 

査（８１の項に規定する審査を除く。） 

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１条第１項第２号イ（１）及びロ（１） 

に定める基準に適合する場合 

（ア） 一戸建ての住宅 

  a 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が２００平方メートル以 

上のもの 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

  a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１条第１項第２号イ（２）及びロ（２） 

又は同号イ（３）及びロ（３）に定める基準に

適合する場合 

（ア） 一戸建ての住宅 

  a 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が２００平方メートル以

上のもの 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次に掲げる額を合算した額 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき 40,000円 

 

１件につき 44,000円 

 

 

１件につき 80,000円 

 

１件につき 135,000円 

 

 

 

 

 

 

１件につき 20,000円 

 

１件につき 22,000円 

 

 

78～81（略） 

82 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法 

律第４１条第１項の規定に基づく建築物エネル 

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審 

査（８１の項に規定する審査を除く。） 

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１条第１項第２号イ（１）及びロ（１）     

に掲げる基準に適合する場合 

（ア） 一戸建ての住宅 

  a 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が２００平方メートル以 

上のもの 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

  a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１条第１項第２号イ（２）及びロ（２） 

又は同号イ（３）及びロ（３）に掲げる基準に 

適合する場合 

（ア） 一戸建ての住宅 

  a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次に掲げる額を合算した額 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき 40,000円 

 

１件につき 44,000円 

 

 

１件につき 80,000円 

 

１件につき 135,000円 

 

 

 

 

 

 

１件につき 20,000円 

 

１件につき 22,000円 
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  a 床面積                

                      

                      

                      

                      

                      

                       

     の合計が３００平方メートル未満の

もの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１条第１項第１号イに定める基準に 

適合する場合 

（ア） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

  a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

エ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１条第１項第１号ロに定める基準に 

適合する場合 

（ア） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

１件につき 38,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき 66,000円 

 

 

 

 

 

１件につき 267,000円 

 

１件につき 334,000円 

 

 

 

 

 

１件につき 102,000円 

 

１件につき 130,000円 

 

83～87（略） 

  a 床面積（建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第４条第３項第２号の規

定により設計一次エネルギー消費量を算

出した建築物及び同令第１条第１項第２

号イ（３）及びロ（３）の規定により基準

への適合を確認した建築物については、

共用部分の床面積を除く。ｂにおいて同

じ。）の合計が３００平方メートル未満の

もの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１条第１項第１号ロに掲げる基準に 

適合する場合 

（イ） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

エ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１条第１項第１号イに掲げる基準に 

適合する場合 

（ア） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

a 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの 

１件につき 38,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき 66,000円 

 

 

 

 

 

１件につき 102,000円 

 

１件につき 130,000円 

 

 

 

 

 

１件につき 267,000円 

 

１件につき 334,000円 

 

83～87（略） 


